
令和５年５月２８日 

大阪高体連陸上競技専門部 

 

令和 5年度 6月以降の競技会(高体連主催大会)における招集方法について 
 
 

以下のように、コロナ前のシステムに戻すこととする。 

 

 

（１）招集時間（競技開始時刻前の下記時刻で行う。この時間帯に招集を完了できなかった場合は出場できない。） 

 トラック 跳  躍 投 て き 棒 高 跳 

開始時刻 ３０分前 ５０分前 ６０分前 ９０分前 

完了時刻 ２０分前 ４０分前 ５０分前 ８０分前 

 

（２）競技者は招集開始時刻までに招集所内で待機し、競技服装（アスリートビブス・トラック競技では腰ナンバーカード 

  を付けている状態）になり、競技で使用するシューズのチェックを受ける。  

整列点呼後、招集所から競技場所へは、競技者係の誘導により、まとまって移動する。 

 

（３）招集の代理は認めない。ただし、同じ時間帯に競技が行われる可能性がある場合には、第１種目の招集開始までに 

「多種目同時出場届」を招集所に提出すること。なお、第１種目は招集を受けなければならないが、提出をした第２種 

目は代理を立てる必要はない。また、ラウンド進出により同じ時間帯に競技が行われる可能性が発生した場合には、 

すみやかに多種目同時出場届を招集所へ提出すること。 

 

（４）リレー競技について   

  ①オーダー用紙は、各ラウンドの第１組目の招集完了時刻の１時間前までに招集所に提出すること。 

  ②招集完了時刻前であっても、一度提出したオーダー用紙の変更・差し替えは認められない。 

  ③一度オーダー用紙を提出した後の変更は、招集完了時刻までに総務に申し出た上で、大会本部が任命した医務員

の判断がない限り認められない。医務員の判断による変更は、出場選手の変更のみ認められ、走る順番の変更は

認められない。 

  ④オーダーメンバー全員が招集開始時刻までに招集所内で待機し、点呼を受けること。他種目に出場していて、多種

目同時出場届の提出が完了している場合は代理の必要はない。 

 

（５）止むなく欠場する場合は、招集開始時刻までに招集所に欠場届を必ず提出すること。 

 

 

 

 

大会ごとに異なる場合があるので、必ず競技注意事項を確認すること。 

 

 

 

 

 

 


